
企画招請公告 
 

下記のとおり、企画書の提出を招請します。 

 

記 

１．企画招請に付する事項等 

(1)  件名    令和８年度標準共済システムの保守・改修等実施支援業務 

(2)  業務内容等 仕様書のとおり 

(3)  委託期間  契約締結日から令和９年３月３１日まで 

(4)  企画書の提出期限及び提出場所 

ア 提出期限 令和８年３月３日（火）午後５時００分 

（郵送の場合は上記期限までに必着とする。） 

イ 提出場所 東京都千代田区霞が関１－２－２ 中央合同庁舎第５号館２０階 

厚生労働省第二共済組合（厚生労働省医政局医療経営支援課職員

厚生室） 

２．本手続に参加する者に必要な資格等に関する事項 

(1)  予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に該当しな

い者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同

意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。 

(2)  予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

(3)  令和７・８・９年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提

供等」の「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域

の競争参加資格を有する者、又は当該競争参加資格を有していない者で、企画書

の提出期限までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登載された者

であること。 

(4)  厚生労働省又は他府省等において、指名停止措置等を受けている期間中の者で

ないこと。 

(5)  経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な

契約の履行が確保される者であること。 

(6)  警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれ

らに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続して

いる者でないこと。 

(7)  ４の企画招請説明書等の交付を受けない者は、入札に参加できないものとする。 

(8)  その他の条件については、３の場所において説明する。 

３．契約条項等を示す場所 

東京都千代田区霞が関１－２－２ 中央合同庁舎第５号館２０階  

厚生労働省第二共済組合（厚生労働省医政局医療経営支援課職員厚生室） 

電話 ０３-５２５３－１１１１ 



 内線２６６９、２６７０（担当 松井・森田） 

４．企画招請説明書等の交付期間及び交付場所 

(1) 交付期間 公告の日から令和８年２月２６日（木）まで（閉庁日を除く）  

        午前１０時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

(2) 交付場所 ３に同じ 

５．契約保証金 

  免除する。 

６．企画立案の無効 

前記２の参加資格のない者のした企画立案及び条件に違反した企画立案は無効

とする。 

７．契約書作成の要否 

契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 

令和８年２月１２日 

 

参議院共済組合本部長     参議院事務総長    伊 藤 文 靖 

 

 

（連名契約担当者） 

衆議院共済組合本部長     衆議院事務総長    築 山 信 彦 

参議院共済組合本部長     参議院事務総長    伊 藤 文 靖 

内閣共済組合本部長      内閣府事務次官    井 上 裕 之 

総務省共済組合本部長     総務事務次官     原   邦 彰 

法務省共済組合本部長      法務事務次官      森 本   宏 

外務省共済組合本部長     外務事務次官     船 越 健 裕 

財務省共済組合本部長     財務事務次官     新 川 浩 嗣 

文部科学省共済組合本部長   文部科学事務次官   増 子   宏 

厚生労働省共済組合本部長   厚生労働事務次官   伊 原 和 人 

農林水産省共済組合本部長   農林水産事務次官   渡 邊   毅 

経済産業省共済組合本部長   経済産業事務次官   藤 木 俊 光 

国土交通省共済組合本部長   国土交通事務次官   水 嶋   智 

防衛省共済組合本部長     防衛事務次官     大 和 太 郎 

裁判所共済組合本部長     最高裁判所事務総長  氏 本 厚 司 

会計検査院共済組合本部長   会計検査院事務総長  宮 川 尚 博 

刑務共済組合本部長      法務省矯正局長    日 笠 和 彦 

厚生労働省第二共済組合本部長 厚生労働事務次官   伊 原 和 人 

林野庁共済組合本部長     林野庁国有林野部長  長﨑屋 圭 太 

国家公務員共済組合連合会職員 

共済組合本部長       常務理事       小 津   敦 

以上 


